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(57)【要約】
　3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とを
それぞれ認識できるように適切に表示させる超音波診断
装置及び超音波画像表示方法を提供するために、超音波
を送受信する振動子を有する超音波探触子102と、超音
波探触子102を介して被検体101に超音波を送信する送信
部105と、被検体101からの反射エコー信号を受信する受
信部106と、反射エコー信号に基づく複数種のボリュー
ムデータをレンダリングすることにより投影画像を作成
する投影画像作成部120と、投影画像を表示する表示部1
22とを備える超音波診断装置であって、複数種のボリュ
ームデータから複数の投影画像を作成する投影画像作成
部200,202と、所定の合成率に基づいて複数の投影画像
を合成して合成投影画像を作成する投影画像合成部203
とを備え、表示部122は合成投影画像を表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する振動子を有する超音波探触子と、前記超音波探触子を介して被検体
に超音波を送信する送信部と、前記被検体からの反射エコー信号を受信する受信部と、前
記反射エコー信号に基づく複数種のボリュームデータをレンダリングすることにより投影
画像を作成し、前記投影画像を表示する表示部とを備える超音波診断装置であって、
　前記複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成する投影画像作成部と、所定
の合成率に基づいて前記複数の投影画像を合成して合成投影画像を作成する投影画像合成
部とを備え、前記表示部は前記合成投影画像を表示することを特徴とする超音波診断装置
。
【請求項２】
　前記複数種のボリュームデータから選択されたボリュームデータを用いて第1投影画像
を作成する第1投影画像作成部と、前記複数種のボリュームデータから選択されたボリュ
ームデータを用いて前記第1投影画像と異なる第2投影画像を作成する第2投影画像作成部
と、前記投影画像合成部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像の所定の合成率に基づい
て、前記第1投影画像と前記第2投影画像を合成して前記合成投影画像を作成することを特
徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像の前記合成率を設定するための合成
率表示枠を表示することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記合成率表示枠には、前記第1投影画像と前記第2投影画像の前記合成率を設定する合
成率設定バーが表示されていることを特徴とする請求項3記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記複数種のボリュームデータは、前記反射エコー信号に基づいて演算された断層ボリ
ュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータであることを特徴とする請
求項1記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記投影画像合成部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像のそれぞれの合成率を設定
する合成率設定部と、前記合成率設定部で設定された合成率を前記第1投影画像に乗算す
る第1乗算部と、前記合成率設定部で設定された合成率を前記第2投影画像に乗算する第2
乗算部と、前記第1投影画像と前記第2投影画像とを合成し、合成された合成投影画像を出
力する合成部とからなることを特徴とする請求項2記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記複数種のボリュームデータを記憶するボリュームデータ記憶部を備えることを特徴
とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデータを選択する
ためのボリュームデータ選択枠を表示することを特徴とする請求項7記載の超音波診断装
置。
【請求項９】
　前記第1投影画像作成部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデー
タを選択する第1ボリューム選択部と、前記第1ボリューム選択部で選択されたボリューム
データのレンダリングにおける他のボリュームデータの寄与率を設定する第1寄与率設定
部と、設定された寄与率に基づいて選択されたボリュームデータのレンダリングを行ない
、前記第1投影画像を作成する第1レンダリング演算部とからなり、前記第2投影画像作成
部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデータを選択する第2ボリュ
ーム選択部と、前記第2ボリューム選択部で選択されたボリュームデータのレンダリング
における他のボリュームデータの寄与率を設定する第2寄与率設定部と、設定された寄与
率に基づいて選択されたボリュームデータのレンダリングを行ない、第2投影画像を作成
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する第2レンダリング演算部とからなることを特徴とする請求項2記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
前記第1投影画像作成部は、ボリュームデータ記憶部に記憶された断層ボリュームデ
ータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータの内、いずれか1つのボリュームデ
ータからボリュームレンダリングを行ない、前記第1投影画像を作成し、前記第2投影画像
作成部は、前記ボリュームデータ記憶部に記憶された断層ボリュームデータと弾性ボリュ
ームデータと血流ボリュームデータの内、いずれか1つのボリュームデータからボリュー
ムレンダリングを行ない、前記第2投影画像を作成することを特徴とする請求項2記載の超
音波診断装置。
【請求項１１】
　前記表示部は、前記第1投影画像のレンダリングにおける前記寄与率を設定するための
第1投影画像寄与率枠と、前記第2投影画像のレンダリングにおける前記寄与率を設定する
ための第2投影画像寄与率枠とを表示することを特徴とする請求項9記載の超音波診断装置
。
【請求項１２】
　前記合成投影画像で優先して表示させるための優先表示モードを設定するモード設定部
を備え、前記モード設定部で設定された優先表示モードに基づいて、前記合成率設定部は
前記第1投影画像と前記第2投影画像の合成率を設定することを特徴とする請求項6記載の
超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記合成投影画像で優先して表示させるための優先表示モードを設定するモード設定部
を備え、前記モード設定部で設定された前記優先表示モードに基づいて、前記第1寄与率
設定部又は前記第2寄与率設定部はそれぞれ寄与率を設定することを特徴とする請求項9記
載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　超音波の反射エコー信号に基づく複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成
するステップと、所定の合成率に基づいて前記複数の投影画像を合成して合成投影画像を
作成するステップと、前記合成投影画像を表示するステップとを有することを特徴と超音
波画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用し、被検体の生体組織の硬さ又は軟らかさを示す3次元弾性画
像を表示する超音波診断装置及び超音波画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体内部に超音波を送信し、被検体内部の生
体組織から受信される受信信号に基づいて3次元断層画像と3次元弾性画像を得て表示する
ことができる。
【０００３】
　3次元断層画像に3次元弾性画像を重ねて表示する際に、3次元弾性画像の硬い部位又は
軟らかい部位の形状や容積を認識できるように3次元断層画像の不透明度を設定すること
が行なわれている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2008-259605号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　上記特許文献1には、3次元断層画像の不透明度を設定することが開示されているが、3
次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とを同時に表示させる手法については述べ
られていない。そのため、3次元弾性画像における弾性情報と、3次元血流画像における血
流情報が混合してしまい、観察したい関心部位(例えば、3次元弾性画像における硬い領域
(腫瘍)等)が他の画像によって隠れてしまう可能性があった。
【０００６】
　本発明の目的は、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とをそれぞれ認識で
きるように表示させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的を達成するため、超音波を送受信する振動子を有する超音波探触子と、前
記超音波探触子を介して被検体に超音波を送信する送信部と、前記被検体からの反射エコ
ー信号を受信する受信部と、前記反射エコー信号に基づく複数種のボリュームデータをレ
ンダリングすることにより投影画像を作成し、前記投影画像を表示する表示部とを備える
超音波診断装置であって、前記複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成する
投影画像作成部と、所定の合成率に基づいて前記複数の投影画像を合成して合成投影画像
を作成する投影画像合成部とを備え、前記表示部は前記合成投影画像を表示する。よって
、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とを合成投影画像としてそれぞれ認識
できるように表示させることができる。
【０００８】
　具体的には、前記複数種のボリュームデータから選択されたボリュームデータを用いて
第1投影画像を作成する第1投影画像作成部と、前記複数種のボリュームデータから選択さ
れたボリュームデータを用いて前記第1投影画像と異なる第2投影画像を作成する第2投影
画像作成部と、前記投影画像合成部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像の所定の合成
率に基づいて、前記第1投影画像と前記第2投影画像を合成して前記合成投影画像を作成す
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とをそれぞれ認識で
きるように表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の全体作成のブロック図を示す図。
【図２】本発明の実施例1における合成投影画像作成部120の詳細を示す図。
【図３】本発明の実施例1における表示部122の一表示形態を示す図。
【図４】本発明の動作手順を示すフローチャート。
【図５】本発明の実施例2、3における合成投影画像作成部120の詳細を示す図。
【図６】本発明の実施例2、3における表示部122の一表示形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を適用した超音波診断装置100について、図1を用いて説明する。
　図1に示すように、超音波診断装置100には、被検体101に当接させて用いる超音波探触
子102と、超音波探触子102を介して被検体101に一定の時間間隔をおいて超音波を繰り返
し送信させる送信部105と、被検体101から反射した反射エコー信号を受信する受信部106
と、送信部105と受信部106を制御する送受信制御部107と、受信部106で受信された反射エ
コーを整相加算する整相加算部108とが備えられている。
【００１２】
　超音波探触子102は、複数の振動子を配設して形成されており、被検体101に振動子を介
して超音波を送受信する機能を有している。超音波探触子102は、矩形又は扇形をなす複
数の振動子からなり、複数の振動子の配列方向と直交する方向に振動子を機械的に振り、
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超音波を3次元に送受信することができる。なお、超音波探触子102は、複数の振動子が2
次元配列され、超音波の送受信を電子的に制御することができるものでもよい。
【００１３】
　送信部105は、超音波探触子102の振動子を駆動して超音波を発生させるための送波パル
スを生成する。送信部105は、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有
している。また、受信部106は、超音波探触子102で受信した反射エコー信号について所定
のゲインで増幅してRF信号すなわち受信信号を生成するものである。送受信制御部107は
、送信部105や受信部106を制御するためのものである。
【００１４】
　整相加算部108は、受信部106で増幅されたRF信号の位相を制御し、1点又は複数の収束
点に対し超音波ビームを形成してRF信号フレームデータ(RAWデータに相当)を生成するも
のである。
【００１５】
　さらに、超音波診断装置100には、整相加算部108で生成されたRF信号フレームデータを
記憶するデータ記憶部109と、データ記憶部109に記憶されたRF信号フレームデータに基づ
いて2次元断層画像を作成する2次元断層画像作成部113と、2次元断層画像作成部113で作
成された2次元断層画像について、2次元断層画像の取得位置に基づいて3次元座標変換を
行ない、断層ボリュームデータを生成する断層ボリュームデータ生成部114と、データ記
憶部109に記憶された複数のRF信号フレームデータに基づいて2次元弾性画像を作成する2
次元弾性画像作成部115と、2次元弾性画像作成部115で作成される2次元弾性画像について
、2次元弾性画像の取得位置に基づいて3次元座標変換を行ない、弾性ボリュームデータを
生成する弾性ボリュームデータ生成部116と、データ記憶部109に記憶された複数のRF信号
フレームデータに基づいて血流速度や血流量(パワー)の血流情報の演算を行ない、2次元
血流画像を作成する2次元血流画像作成部117と、2次元血流画像作成部117で作成される2
次元血流画像について、2次元血流画像の取得位置に基づいて3次元座標変換を行ない、血
流ボリュームデータを生成する血流ボリュームデータ生成部118と、生成された断層ボリ
ュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータを記憶するボリュームデー
タ記憶部119と、ボリュームデータ記憶部119に記憶された各ボリュームデータを順次読み
出し、合成投影画像を作成する合成投影画像作成部120と、合成投影画像に各種処理を行
なう合成処理部121と、合成投影画像、2次元断層画像等を表示する表示部122とが備えら
れている。
【００１６】
　また、超音波診断装置100には、上記各構成要素を制御する制御部103と、制御部103に
各種入力を行なう操作部104を備えている。操作部104は、キーボードやトラックボール等
を備えている。
【００１７】
　2次元断層画像作成部113は、制御部103における設定条件に基づいて、データ記憶部109
から出力されるRF信号フレームデータを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調
、フィルタ処理等の信号処理を行ない、2次元断層画像を作成する。
【００１８】
　超音波探触子102は、超音波の送受信と同時に送受信方向(θ、φ)を計測することがで
き、断層ボリュームデータ生成部114は、2次元断層画像の取得位置に相当する送受信方向
(θ、φ)に基づいて、複数の2次元断層画像について3次元変換を行ない、断層ボリューム
データを生成する。断層ボリュームデータの各点は、受信信号の信号強度に応じて断層コ
ードが付与される。断層コードは、RGB値を割り当てるためのコード(例えば、256階調(8
ビット))である。
【００１９】
　2次元弾性画像作成部115は、データ記憶部109に記憶された複数のRF信号フレームデー
タから変位を計測する。そして、2次元弾性画像作成部115は、計測した変位に基づいて弾
性値を演算し、2次元弾性画像を作成する。弾性値は、例えば、歪み、弾性率、変位、粘
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性、歪み比等の弾性情報のいずれかである。
【００２０】
　弾性ボリュームデータ生成部116は、2次元弾性画像の取得位置に相当する送受信方向(
θ、φ)に基づいて、複数の2次元弾性画像について3次元変換を行ない、弾性ボリューム
データを生成する。弾性ボリュームデータの各点は、弾性値に応じて弾性コードが付与さ
れる。弾性コードは、RGB値を割り当てるためのコード(例えば、256階調(8ビット))であ
る。
【００２１】
　2次元血流画像作成部117は、データ記憶部109に記憶された複数のRF信号フレームデー
タから、ドプラによって生じた周波数偏移により、血流速度や血流量(パワー)の血流情報
を演算する。そして、2次元血流画像作成部117は、演算された血流情報に基づいて2次元
血流画像を作成する。
【００２２】
　血流ボリュームデータ生成部118は、2次元血流画像の取得位置に相当する送受信方向(
θ、φ)に基づいて、複数の2次元血流画像について3次元変換を行ない、血流ボリューム
データを生成する。血流ボリュームデータを血流情報(血流速度、血流方向、分散)に応じ
て血流コードが付与される。血流コードは、RGB値を割り当てるためのコード(例えば、25
6階調(8ビット))である。
【００２３】
　ボリュームデータ記憶部119は、複数種のボリュームデータとして、断層ボリュームデ
ータ生成部114で生成された断層ボリュームデータと、弾性ボリュームデータ生成部116で
生成された弾性ボリュームデータと、血流ボリュームデータ生成部118で生成された血流
ボリュームデータを記憶する。
【００２４】
　合成投影画像作成部120は、ボリュームデータ記憶部119に記憶されている複数種のボリ
ュームデータを読み出して複数の投影画像を作成し、作成された複数の投影画像を合成し
て合成投影画像を作成する。投影画像とは、ボリュームデータを2次元投影面上にレンダ
リングすることにより作成される3次元画像である。
【００２５】
　合成投影画像作成部120について、図2、図3を用いて説明する。図2は、合成投影画像作
成部120の詳細を示すものであり、図3は、表示部122に表示される合成投影画像作成部120
の各種パラメータの設定画面(グラフィック・ユーザ・インターフェイス)を示すものであ
る。各種パラメータの設定画面には数値、バー等のグラフィックが用いられ、操作部104
の操作に基づく制御部103の制御によって、各種パラメータを設定することができる。
【００２６】
　合成投影画像作成部120は、複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成する
投影画像作成部200、202と、該複数の投影画像を合成するための所定の合成率に基づいて
複数の投影画像を合成し、合成投影画像を作成する投影画像合成部203を備えている。
【００２７】
　具体的には、合成投影画像作成部120は、操作者が複数種のボリュームデータから所定
のボリュームデータを選択し、選択されたボリュームデータを用いて第1投影画像を作成
する第1投影画像作成部200と、操作者が所定のボリュームデータを選択し、複数種のボリ
ュームデータから選択されたボリュームデータを用いて第1投影画像と異なる第2投影画像
を作成する第2投影画像作成部202と、第1投影画像と第2投影画像の所定の合成率に基づい
て、第1投影画像と第2投影画像を合成して合成投影画像を作成する投影画像合成部203と
からなる。
【００２８】
　第1投影画像作成部200は、ボリュームデータ記憶部119に記憶された複数種のボリュー
ムデータから所定のボリュームデータを選択する第1ボリューム選択部210と、第1ボリュ
ーム選択部210で選択されたボリュームデータのボリュームレンダリングにおける他のボ
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リュームデータの寄与率を設定する第1寄与率設定部214と、設定された寄与率に基づいて
選択されたボリュームデータのボリュームレンダリングを行ない、第1投影画像を作成す
る第1レンダリング演算部212とからなる。
【００２９】
　第2投影画像作成部202は、ボリュームデータ記憶部119に記憶された複数種のボリュー
ムデータから所定のボリュームデータを選択する第2ボリューム選択部220と、第2ボリュ
ーム選択部220で選択されたボリュームデータのボリュームレンダリングにおける他のボ
リュームデータの寄与率を設定する第2寄与率設定部224と、設定された寄与率に基づいて
選択されたボリュームデータのボリュームレンダリングを行ない、第2投影画像を作成す
る第2レンダリング演算部222とからなる。
【００３０】
　投影画像合成部203は、第1投影画像と第2投影画像のそれぞれの合成率を設定する合成
率設定部204と、合成率設定部204で設定された合成率を第1投影画像に乗算する第1乗算部
206と、合成率設定部204で設定された合成率を第2投影画像に乗算する第2乗算部207と、
合成率が乗算された第1投影画像と第2投影画像とを合成し、合成された合成投影画像を合
成処理部121に出力する合成部208とからなる。
【００３１】
　また、図3に示すように、表示部122は、第1ボリュームデータ選択部210に対応し、ボリ
ュームデータ記憶部119に記憶された複数種のボリュームデータから所定のボリュームデ
ータを選択するための第1ボリュームデータ選択枠310と、第2ボリュームデータ選択部220
に対応し、ボリュームデータ記憶部119に記憶された複数種のボリュームデータから所定
のボリュームデータを選択するための第2ボリュームデータ選択枠312を表示する。また、
表示部122は、第1ボリューム選択部210又は第2ボリュームデータ選択部220で選択された
ボリュームデータが認識できるように選択されたボリュームデータには選択マーク320を
表示する。操作者は、複数種のボリュームデータに対し選択マーク320を設定することに
より、所定のボリュームデータを選択することができる。
【００３２】
　表示部122は、第1寄与率設定部214に対応し、第1投影画像のボリュームレンダリングに
おける寄与率を設定するための第1投影画像寄与率枠314と、第2寄与率設定部224に対応し
、第2投影画像のボリュームレンダリングにおける寄与率を設定するための第2投影画像寄
与率枠316を表示する。第1寄与率設定部214と第2寄与率設定部224で設定される寄与率は
｛K1，K2，K3，K4，K5，K6}の数値で示されている。操作者は、複数の寄与率に対し、数
値をそれぞれ設定することにより、寄与率を設定することができる。詳細は後述する。
【００３３】
　さらに、表示部122は、合成率設定部204に対応し、合成率設定バー330を用いて第1投影
画像と第2投影画像の合成率を設定するための合成率表示枠318を表示する。操作者は、合
成率設定バー330を操作することにより、合成率を設定することができる。
【００３４】
　本実施例では、図3の選択マーク320が示すように、例えば、第1ボリュームデータ選択
部210は断層ボリュームデータと血流ボリュームデータを選択し、第2ボリュームデータ選
択部220は断層ボリュームデータと血流ボリュームデータと弾性ボリュームデータを選択
している。
【００３５】
　第1寄与率設定部214は、第1レンダリング演算部212のボリュームレンダリングにおける
出力されるピクセル値の寄与率を設定する。そして、第1レンダリング演算部212は、ある
ボリュームデータをボリュームレンダリングする際に、他のボリュームデータの情報と設
定した寄与率を加味してボリュームレンダリングを行なう。具体的には、第1レンダリン
グ演算部212は、下記式によりボリュームレンダリングを行ない、第1投影画像を作成する
。第1寄与率設定部214で設定される寄与率は｛K1，K2，K3，K4，K5，K6}で表示される。
【００３６】
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　式(1.1)～(1.3)は断層ボリュームデータのボリュームレンダリングにおける式であり、
式(1.4)～(1.6)は血流ボリュームデータのボリュームレンダリングにおける式であり、式
(1.7)～(1.9)は弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングにおける式である。
【００３７】
｛数1｝
　Cout(i) = Cout(i-1)＋X(i)・(1－Xout(i-1))・C(i)・S(i)
　　　　　　(1－K1・Yout(i-1))・(1－K2・Zout(i-1))　　　　　－(1.1)
　Xout(i) = Xout(i-1)＋(1－Xout(i-1))・X(i)　　　　　　　　 －(1.2)
　X(i)　　= OpacityX[C(i)]　　　　　　　　　　　　　　　　　－(1.3)
　Dout(i) = Dout(i-1)＋Y(i)・(1－Yout(i-1))・D(i)・T(i)
　　　　　　・(1－K3・Xout(i-1))・(1－K4・Zout(i-1))　　　　－(1.4)
　Yout(i) = Yout(i-1)＋(1－Yout(i-1))・Y(i)　　　　　　　　 －(1.5)
　Y(i)　　= OpacityY[D(i)]　　　　　　　　　　　　　　　　　－(1.6)
　Eout(i) = Eout(i-1)＋Z(i)・(1－Zout(i-1))・E(i)・U(i)
　　　　　　・(1－K5・Xout(i-1))・(1－K6・Yout(i-1))　　　　－(1.7)
　Zout(i) = Zout(i-1)＋(1－Zout(i-1))・Z(i)　　　　　　　　 －(1.8)
　Z(i)　　= OpacityZ[E(i)]　　　　　　　　　　　　　　　　　－(1.9)
【００３８】
　まず、式(1.1)～(1.3)について説明する。C(i)は作成される2次元投影面上のある点か
ら3次元断層画像を見た場合、視線上i番目に存在する輝度値である。Cout(i)は、出力さ
れるピクセル値である。例えば、視線上にNボクセルの輝度値が並んだとき、i=0～N-1ま
でを積算した輝度値Cout(N-1)が最終的に出力されるピクセル値となる。Cout(i-1)はi-1
番目までの積算値を示す。
【００３９】
　また、OpacityXは0～1.0の値をとる断層不透明度テーブル(断層オパシティテーブル)で
ある。X(i)は視線上i番目に存在する輝度値の不透明度であり、式(1.3)に示すとおり、そ
の輝度値から断層不透明度テーブルOpacityXを参照することによって、出力する2次元投
影面(3次元断層画像)上への不透明度を決定する。
【００４０】
　S(i)は、輝度C(i)とその周辺の画素値より求めた勾配より算定される陰影付けのための
重み成分で、たとえば、光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっと
も強く反射するため1.0が与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるなど
の強調効果を指し示す。
【００４１】
　式(1.1)、式(1.2)において、i=0の場合のCout(i-1)、Xout(i-1)は、ともに0で初期化さ
れている。式(1.2)に示されるように、Xout(i)はボクセルを通過するたびに積算され1.0
に収束する。よって、式(1.1)に示されるようにi -1番目までの不透明度の積算値Xout(i-
1)が1.0に収束した場合、i番目以降の輝度値C(i)は出力画像に反映されない。
【００４２】
　また、式(1.1)には、係数として(1－K1・Yout(i-1))と(1－K2・Zout(i-1))がある。ピ
クセル値Cout(i)は断層ボリュームデータだけでなく、血流ボリュームデータと弾性ボリ
ュームデータのボリュームレンダリングにおけるi-1番目までの不透明度の積算値に基づ
いて演算される。
【００４３】
　次に式(1.4)～(1.6)について説明する。D(i)は作成される2次元投影面上のある点から3
次元血流画像を見た場合、視線上i番目に存在する血流値(例えば、速度)である。Dout(i)
は、出力されるピクセル値である。例えば、視線上にNボクセルの血流値が並んだとき、i
=0～N-1までを積算した血流値Dout(N-1)が最終的に出力されるピクセル値となる。Dout(i
-1)はi-1番目までの積算値を示す。
【００４４】
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　また、OpacityYは0～1.0の値をとる血流不透明度テーブル(血流オパシティテーブル)で
ある。Y(i)は視線上i番目に存在する血流値の不透明度であり、式(1.6)に示すとおり、そ
の血流値から血流不透明度テーブルOpacityYを参照することによって、出力する2次元投
影面(3次元血流画像)上への不透明度を決定する。
【００４５】
　T(i)は、血流値D(i)とその周辺の画素値より求めた勾配より算定される陰影付けのため
の重み成分で、たとえば、光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっ
とも強く反射するため1.0が与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるな
どの強調効果を指し示す。
【００４６】
　式(1.4)、式(1.5)において、i=0の場合のDout(i-1)、Yout(i-1)は、ともに0で初期化さ
れている。式(1.5)に示されるように、Yout(i)はボクセルを通過するたびに積算され1.0
に収束する。よって、式(1.4)に示されるようにi-1番目までの不透明度の積算値Yout(i-1
)が約1.0となった場合、i番目以降の血流値D(i)は出力画像に反映されない。
【００４７】
　また、式(1.4)には、係数として(1－K3・Xout(i-1))と(1－K4・Zout(i-1))がある。ピ
クセル値Dout(i)は血流ボリュームデータだけでなく、断層ボリュームデータと弾性ボリ
ュームデータのボリュームレンダリングにおけるi-1番目までの不透明度の積算値に基づ
いて演算される。
【００４８】
　次に式(1.7)～(1.9)について説明する。E(i)は作成される2次元投影面上のある点から3
次元弾性画像を見た場合、視線上i番目に存在する弾性値(例えば、歪み、弾性率、変位、
粘性、歪み比)である。Eout(i)は、出力されるピクセル値である。例えば、視線上にNボ
クセルの弾性値が並んだとき、i =0～N-1までを積算した弾性値Eout(N-1)が最終的に出力
されるピクセル値となる。Eout(i-1)はi-1番目までの積算値を示す。
【００４９】
　また、OpacityZは0～1.0の値をとる弾性不透明度テーブル(弾性オパシティテーブル)で
ある。E(i)は視線上i番目に存在する弾性値の不透明度であり、式(1.9)に示すとおり、そ
の弾性値から弾性不透明度テーブルOpacityZを参照することによって、出力する2次元投
影面(3次元弾性画像)上への不透明度を決定する。
【００５０】
　U(i)は、弾性値E(i)とその周辺の画素値より求めた勾配より算定される陰影付けのため
の重み成分で、たとえば、光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっ
とも強く反射するため1.0が与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるな
どの強調効果を指し示す。
【００５１】
　式(1.7)、式(1.8)において、i=0の場合のEout(i-1)、Zout(i-1)は、ともに0で初期化さ
れている。式(1.8)に示されるように、Zout(i)はボクセルを通過するたびに積算され1.0
に収束する。よって、式(1.7)に示されるようにi -1番目までの不透明度の積算値Zout(i-
1)が約1.0となった場合、i番目以降の弾性値E(i)は出力画像に反映されない。
【００５２】
　また、式(1.7)には、係数として(1－K5・Xout(i-1))と(1－K6・Yout(i-1)がある。ピク
セル値Eout(i)は弾性ボリュームデータだけでなく、断層ボリュームデータと血流ボリュ
ームデータのボリュームレンダリングにおけるi -1番目までの不透明度の積算値に基づい
て演算される。
【００５３】
　本実施例では、図3に示されるように、第1寄与率設定部214で設定される寄与率｛K1，K
2，K3，K4，K5，K6}は、{1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0 ｝と設定される。
【００５４】
　第1投影画像作成部200と同様にして、第2投影画像作成部202の第2寄与率設定部224は、
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第2レンダリング演算部222のボリュームレンダリングにおける出力の寄与率を設定する。
そして、第2レンダリング演算部222は、あるボリュームデータをボリュームレンダリング
する際に、他のボリュームデータの出力画像に基づく寄与率を加味してボリュームレンダ
リングを行ない、第2投影画像を作成する。具体的には、上記式(1.1)～(1.9)と同様であ
るため説明を省略する。本実施例では、図3に示されるように、第2寄与率設定部224で設
定される寄与率｛K1，K2，K3，K4，K5，K6}は、｛1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0｝と設定され
る。
【００５５】
　第1投影画像作成部200と第2投影画像作成部202は、断層コード、弾性コード、血流コー
ドが付与されたボリュームデータをそれぞれレンダリングすることにより、第1投影画像
と第2投影画像を作成する。第1投影画像作成部200及び第2投影画像作成部202において、
断層コードで構成されるボリュームデータをレンダリングすることで作成される画像は、
第1投影画像の断層画像及び第2投影画像の断層画像となり、弾性コードで構成されるボリ
ュームデータをレンダリングすることで作成される画像は、第1投影画像の弾性画像及び
第2投影画像の弾性画像となり、血流コードで構成されるボリュームデータをレンダリン
グすることで作成される画像は、第1投影画像の血流画像及び第2投影画像の血流画像とな
る。　
　そして、投影画像合成部203は、下記式を用いて合成投影画像を作成する。
【００５６】
｛数2｝
合成断層画像
　　＝α×(第1投影画像の断層画像)＋β×(第2投影画像の断層画像) 
合成弾性画像
　　＝α×(第1投影画像の弾性画像)＋β×(第2投影画像の弾性画像) 
合成血流画像
　　＝α×(第１投影画像の血流画像)＋β×(第2投影画像の血流画像)
α+β＝１
【００５７】
　合成断層画像は、第1投影画像と第2投影画像の断層画像における断層コードを所定の合
成率で合成したものであり、合成弾性画像は、第1投影画像と第2投影画像の弾性画像にお
ける弾性コードを所定の合成率で合成したものであり、合成血流画像は、第1投影画像と
第2投影画像の血流画像における血流コードを所定の合成率で合成したものである。合成
投影画像は、合成断層画像と合成弾性画像と合成血流画像を2次元投影面の座標毎にそれ
ぞれ足し合わせたものである。
【００５８】
　合成率設定部204は、操作部104の操作に基づく制御部103の制御によって第1投影画像と
第2投影画像の合成率α、βを設定する。合成率α、βは、0以上1以下である。図3に示さ
れるように、合成率表示枠318には、第1投影画像と第2投影画像の合成率を設定する合成
率設定バー330が表示されている。
【００５９】
　合成率設定バー330を中央より左側に寄せると、第1投影画像が第2投影画像に対して強
調されるように、合成率設定部204は合成率αを大きくする。合成率設定部204は合成率β
を小さくしてもよい。
【００６０】
　合成率設定バー330を中央より右側に寄せると、第2投影画像が第1投影画像に対して強
調されるように、合成率設定部204は合成率αを小さくする。合成率設定部204は合成率β
を大きくしてもよい。
【００６１】
　合成率設定部204で設定された合成率を第1投影画像に乗算する第1乗算部206と、合成率
設定部204で設定された合成率を第2投影画像に乗算する第2乗算部207は、上記式における
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掛け算に相当するものである。また、第1投影画像と第2投影画像とを合成し、合成された
合成投影画像を合成処理部121に出力する合成部208は、上記式における足し算に相当する
ものである。
【００６２】
　図3に示すように、表示部122は、上記ボリュームデータの選択、寄与率、合成率等の各
種パラメータによって設定された状態において合成投影画像作成部120で作成された合成
投影画像300を表示する。操作者は、合成投影画像300を確認しながら、各種パラメータを
設定することができる。
【００６３】
　例えば、合成投影画像300に血流情報を主に表示させたい場合、断層ボリュームデータ
と血流ボリュームデータからなる第1投影画像の合成率αを上げる。また、合成投影画像3
00に弾性情報を主に表示させたい場合、断層ボリュームデータと血流ボリュームデータと
弾性ボリュームデータからなる第2投影画像の合成率βを上げる。また、操作者が合成率
αを0.5に設定した場合、断層情報と弾性情報の重複している領域の両方がブレンドされ
た画像として合成投影画像300を作成することができる。
【００６４】
　合成処理部121は、合成投影画像作成部120で作成された合成断層画像を変換した断層コ
ード、合成血流画像を変換した血流コード、合成弾性画像を変換した弾性コードの2次元
投影面の座標毎にRGB値を設定し、各RGBの成分毎に合成投影画像＝合成断層画像+合成弾
性画像+合成血流画像に基づいて合成、および色付け処理を行なう。また、合成処理部121
は、色付けされた合成投影画像とともに2次元断層画像、2次元弾性画像又は2次元血流画
像を合成する処理を行なうこともできる。表示部122は、色付けされた合成投影画像を表
示する。
【００６５】
　よって、合成投影画像300は、断層情報により把握できる組織302と、弾性情報により所
定の硬さを持つ腫瘍部304と、腫瘍部302を取り囲む血流部306とがそれぞれ把握できる合
成投影画像とすることができる。
【００６６】
　なお、本実施例では、合成処理部121で合成投影画像に色付け処理を行なったが、ボリ
ュームデータ記憶部119に記憶されているボリュームデータに対して予め色付けを行なっ
てもよい。
【００６７】
　ボリュームデータ記憶部119に記憶される断層ボリュームデータの各点は、信号強度に
応じて濃淡情報(白色、黒色のRGB値)が付与される。また、弾性ボリュームデータの各点
は、弾性値に応じて色情報(青色、水色、緑色、黄色、赤色等のRGB値)が付与されている
。血流ボリュームデータの各点は、血流情報(血流速度、血流方向、分散)に応じて色情報
(青色、赤色、緑色等のRGB値)が付与される。
【００６８】
　そして、第1レンダリング演算部212及び第2レンダリング演算部222は、式(1.1)～(1.9)
に変えて、下記式を用いてレンダリングを行なう。ここでは、式(1.1)～(1.9)と異なる点
を主に説明する。
【００６９】
｛数3｝
　Cout(i) 
　　= Cout(i-1)＋X(i)・(1－Xout(i-1))・C(i)・S(i)　　　　－(3.1)
　Xout(i) 
　　= Xout(i-1)+(1－Xout(i-1))・{X(i)+K1・Y(i)+K2・Z(i)} －(3.2)
　X(i)　　
　　= OpacityX[C(i)]　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －(3.3)
　Dout(i) 
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　　= Dout(i-1)＋Y(i)・(1－Yout(i-1))・D(i)・T(i)　　　　－(3.4)
　Yout(i) 
　　= Yout(i-1)+(1－Yout(i-1))・{K3・X(i)＋Y(i)+K4・Z(i)}－(3.5)
　Y(i)　　
　　= OpacityY[D(i)]　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －(3.6)
　Eout(i) 
　　= Eout(i-1)＋Z(i)・(1－Zout(i-1))・E(i)・U(i)　　　　－(3.7)
　Zout(i) 
　　= Zout(i-1)+(1－Zout(i-1))・{K5・X(i)+K6・Y(i)+Z(i)} －(3.8)
　Z(i)　　= OpacityZ[E(i)]　　　　　　　　　　　　　　　 －(3.9)
【００７０】
　第1レンダリング演算部212及び第2レンダリング演算部222は、式(3.1)～(3.9)により、
RGBの各成分を2次元投影面の座標毎にレンダリングを行なう。
【００７１】
　第1レンダリング演算部212は、第1投影画像Rを作成するため、寄与率を用いて断層画像
の輝度のR成分をC(i)、血流画像の輝度のR成分をD(i)、弾性画像の輝度のR成分をE(i)と
して式(3.1)～(3.9)の演算を行い、これらの結果を加算して第1投影画像Rとする。
【００７２】
　同様に、第1投影画像Gを作成するため、断層画像、血流画像、弾性画像のG成分をそれ
ぞれC(i)、D(i)、E(i)とし、第1投影画像Bを作成するためには各画像のB成分をC(i)、D(i
)、E(i)として式(3.1)～(3.9)の演算を行い、これらの結果を加算する。
【００７３】
　第2レンダリング演算部222は、同様に寄与率を用いて2次元投影面の座標に対し、第2投
影画像を作成する。
【００７４】
　なお、式(3.1)～(3.9)において用いられる不透明度テーブルは、第1レンダリング演算
部212と第2レンダリング演算部222で異なるものを使用することもできる。
【００７５】
　次に、投影画像合成部203における第1投影画像と第2投影画像とを合成し合成投影画像
を作成する形態について説明する。投影画像合成部203は、下記式を用いて複数の投影画
像を2次元投影面の座標毎にRGB値をそれぞれ合成し、合成投影画像を作成する。
【００７６】
｛数4｝ 
合成投影画像R　＝α×(第1投影画像R)＋β×(第2投影画像R) 
合成投影画像G　＝α×(第1投影画像G)＋β×(第2投影画像G) 
合成投影画像B　＝α×(第1投影画像B)＋β×(第2投影画像B)
α+β＝１
【００７７】
　なお、合成率α、合成率β、合成率設定バー330等の説明に関しては、上記数２と同様
であるため、ここでは説明を省略する。
【００７８】
　次に、本実施例における動作手順を図4を用いて説明する。
　(S100)第1ボリューム選択部210又は第2ボリューム選択部220は、操作部104の操作に基
づく制御部103の制御によって、ボリュームデータ記憶部119に記憶されている断層ボリュ
ームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータから投影画像の画像作成に用
いるボリュームデータを選択する。
【００７９】
　(S101)第1寄与率設定部214又は第2寄与率設定部224は、操作部104の操作に基づく制御
部103の制御によって、選択されたボリュームデータのボリュームレンダリングにおける
寄与率を設定する。
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【００８０】
　(S102)操作部104の操作に基づく制御部103の制御によって、他に合成するための投影画
像を作成するかを選択する。他に合成するための投影画像を作成する場合、Ｓ100に戻り
、再度、投影画像を作成する。本実施例では、合成するための投影画像を2つ作成したが
、3つ以上の投影画像を作成してもよい。
【００８１】
　(S103)合成率設定部204は、操作部104の操作に基づく制御部103の制御によって、合成
の対象である第1投影画像と第2投影画像等の合成率を設定する。
【００８２】
　(S104)合成部208は、設定された合成率に基づいて合成の対象である第1投影画像と第2
投影画像等を合成し合成投影画像を作成する。
【００８３】
　(S105)表示部122は、合成投影画像を表示する。
【００８４】
　以上、本実施例によれば、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とを合成投
影画像としてそれぞれ認識できるように表示させることができる。つまり、操作者は、組
織を把握できる断層情報と、硬さ情報を把握できる弾性情報と、血流情報を把握できる血
流画像の位置関係を合成投影画像で立体的に把握することができる。
【００８５】
　なお、ボリュームデータ記憶部119から断層ボリュームデータと弾性ボリュームデータ
と血流ボリュームデータをいずれか１つを読み出し、それぞれのボリュームデータから作
成される投影画像を合成してもよい。具体的には、第1投影画像作成部200は、ボリューム
データ記憶部119に記憶された断層ボリュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリ
ュームデータの内、いずれか１つのボリュームデータ（例えば断層ボリュームデータ）か
らボリュームレンダリングを行ない、第1投影画像を作成する。そして、第2投影画像作成
部202は、ボリュームデータ記憶部119に記憶された断層ボリュームデータと弾性ボリュー
ムデータと血流ボリュームデータの内、いずれか１つのボリュームデータ（例えば弾性ボ
リュームデータ）からボリュームレンダリングを行ない、第2投影画像を作成する。投影
画像合成部203は、上述した通り、所定の寄与率に基づいて、第1投影画像と第2投影画像
とを合成する。
【００８６】
　また、本実施例では、ボリュームレンダリングに特化して説明したが、ボリュームレン
ダリングの他に、サーフェースレンダリング等の他のレンダリング手法を採用することも
できる。
【００８７】
　次に実施例2について図1～図6を用いて説明する。実施例1と異なる点は、第1投影画像
と第2投影画像の合成率を自動的に設定することができる点である。
【００８８】
　合成投影画像で優先して表示させるための優先表示モードを設定するために、断層モー
ド、血流モード、弾性モードを設定するモード設定部500を有している。モード設定部500
は制御部103に接続されている。また、図6に示すように、表示部122は、モード設定部500
に対応し、優先表示モードを設定するためのモード設定枠600を表示する。設定された優
先表示モードには、モード設定マーク602が付与される。モード設定部500で設定された優
先表示モードに基づいて、制御部103は、合成投影画像作成部120の各構成要素を制御する
。主に、モード設定部500で設定された優先表示モードに基づいて、合成率設定部204は第
1投影画像と第2投影画像の合成率を設定する。
【００８９】
　本実施例では、図6のモード設定マーク602が示すように、弾性モード(優先表示モード)
が設定されている。第1投影画像作成部200と第2投影画像作成部202における第1ボリュー
ムデータ選択部210と第2ボリュームデータ選択部220のいずれかは、弾性ボリュームデー
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タが含まれるようにボリュームデータを選択する。第1レンダリング演算部212と第2レン
ダリング演算部222は、実施例1で説明したようにボリュームレンダリングを行なう。第1
投影画像には弾性ボリュームデータが含まれているとする。
【００９０】
　合成率設定部204は、設定された弾性モードに基づいて、弾性ボリュームデータを有し
たボリュームデータを用いてボリュームレンダリングされた第1投影画像の合成率が他の
第2投影画像の合成率より高くなるように合成率を設定する。具体的には、合成率設定部2
04は、弾性ボリュームデータを有したボリュームデータを用いてボリュームレンダリング
された第1投影画像の合成率を0.5より高く設定する。そして、合成部208は、設定された
合成率で第1投影画像と第2投影画像を合成し、合成投影画像を作成する。
【００９１】
　よって、弾性ボリュームデータを有する第1投影画像の合成率が他の第2投影画像の合成
率より高いため、合成投影画像における弾性情報は他の組織に隠れることなく表示される
こととなる。よって、操作者は、3次元弾性画像と他の画像を相互に確認することができ
る。
【００９２】
　さらに、表示部122は、モード設定部500に対応し、フルオートモードを設定するための
フルオート設定枠610を表示する。フルオートモードを設定すると、表示部122はチェック
マーク612を付与する。モード設定部500で設定されたフルオートモードに基づいて、制御
部103は、合成投影画像作成部120の各構成要素を制御する。
【００９３】
　具体的には、ボリュームデータ記憶部119の出力側にモード設定部500を有している。モ
ード設定部500は、各ボリュームデータを解析し、各種パラメータを設定する。モード設
定部500は、まず、弾性ボリュームデータの弾性値が所定の閾値を超えているかを演算す
る。弾性ボリュームデータの弾性値とは、平均値、中央値等である。弾性ボリュームデー
タの平均値は、弾性ボリュームデータの弾性値を全て加算し、弾性ボリュームデータの総
数で割った値である。弾性ボリュームデータの中央値は、弾性ボリュームデータの弾性値
において、最も硬い弾性値と最も軟らかい弾性値の中央に位置する値である。
【００９４】
　そして、弾性ボリュームデータの弾性値が閾値を超えていない場合、モード設定部500
は、弾性ボリュームデータを有したボリュームデータを用いてボリュームレンダリングさ
れた第1投影画像の合成率が他の第2投影画像の合成率より高くなるように合成率を設定す
る。弾性ボリュームデータの弾性値が閾値を超えている場合、モード設定部500は、弾性
ボリュームデータを有したボリュームデータを用いてボリュームレンダリングされた第1
投影画像の合成率が他の第2投影画像の合成率より低くなるように合成率を設定する。
【００９５】
　なお、本実施例では、弾性ボリュームデータの弾性値を利用して第1投影画像と第2投影
画像の合成率を設定したが、血流ボリュームデータの血流値を利用して第1投影画像と第2
投影画像の合成率を設定してもよい。
【００９６】
　以上、本実施例によれば、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像とを合成投
影画像としてそれぞれ認識できるように適切に表示させることができる。よって、操作者
は、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画像の相互の画像を確認することができ
る。
【００９７】
　次に実施例3について図1～図6を用いて説明する。実施例1、2と異なる点は、第1投影画
像と第2投影画像の寄与率を自動的に設定することができる点である。
【００９８】
　実施例2に示すモード設定部500で設定された優先表示モードに基づいて、第1寄与率設
定部214又は第2寄与率設定部224はそれぞれ寄与率を設定する。本実施例では、図6のモー
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率設定部214又は第2寄与率設定部224は、設定された弾性モードに基づいて、寄与率を設
定する。具体的には、第1寄与率設定部214又は第2寄与率設定部224は、弾性ボリュームデ
ータに係る寄与率｛K1，K2，K3，K4，K5，K6}を{0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0｝と設定する
。
【００９９】
　具体的には、第1寄与率設定部214又は第2寄与率設定部224は、弾性ボリュームデータの
ボリュームレンダリングに係る他のボリュームレンダリングの寄与率を低くする(例えば
、K5とK6をゼロとする)、若しくは他のボリュームデータのボリュームレンダリングに係
る弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングの寄与率を高くする(例えば、K2とK4
を1とする)ことにより、弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングが優先される。
このように、弾性ボリュームレンダリングのボリュームレンダリングを行ない、第1投影
画像と第2投影画像を合成することにより、合成投影画像における弾性情報は他の組織に
隠れることなく表示される。よって、操作者は、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元
断層画像の相互の画像を確認することができる。
【符号の説明】
【０１００】
　100　超音波診断装置、102　超音波探触子、103　制御部、104　操作部、105　送信部
、106　受信部、107　送受信制御部、108　整相加算部、109　データ記憶部、113　2次元
断層画像作成部、114　断層ボリュームデータ生成部、115　2次元弾性画像作成部、116　
弾性ボリュームデータ生成部、117　2次元血流画像作成部、118　血流ボリュームデータ
生成部、119　ボリュームデータ記憶部、120　合成投影画像作成部、121　合成処理部、1
22　表示部

【図１】 【図２】



(16) JP WO2011/099410 A1 2011.8.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月31日(2012.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する振動子を有する超音波探触子と、前記超音波探触子を介して被検体
に超音波を送信する送信部と、前記被検体からの反射エコー信号を受信する受信部と、前
記反射エコー信号に基づく複数種のボリュームデータをレンダリングすることにより投影
画像を作成し、前記投影画像を表示する表示部とを備える超音波診断装置であって、
　前記複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成する投影画像作成部と、所定
の合成率に基づいて前記複数の投影画像を合成して合成投影画像を作成する投影画像合成
部とを備え、前記表示部は前記合成投影画像を表示することを特徴とする超音波診断装置
。
【請求項２】
　前記複数種のボリュームデータから選択されたボリュームデータを用いて第1投影画像
を作成する第1投影画像作成部と、前記複数種のボリュームデータから選択されたボリュ
ームデータを用いて前記第1投影画像と異なる第2投影画像を作成する第2投影画像作成部
と、を備え、前記投影画像合成部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像の所定の合成率
に基づいて、前記第1投影画像と前記第2投影画像を合成して前記合成投影画像を作成する
ことを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像の前記合成率を設定するための合成
率表示枠を表示することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記合成率表示枠には、前記第1投影画像と前記第2投影画像の前記合成率を設定する合
成率設定バーが表示されていることを特徴とする請求項3記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記複数種のボリュームデータは、前記反射エコー信号に基づいて演算された断層ボリ
ュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータであることを特徴とする請
求項1記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記投影画像合成部は、前記第1投影画像と前記第2投影画像のそれぞれの合成率を設定
する合成率設定部と、前記合成率設定部で設定された合成率を前記第1投影画像に乗算す
る第1乗算部と、前記合成率設定部で設定された合成率を前記第2投影画像に乗算する第2
乗算部と、前記第1投影画像と前記第2投影画像とを合成し、合成された合成投影画像を出
力する合成部とからなることを特徴とする請求項2記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記複数種のボリュームデータを記憶するボリュームデータ記憶部を備えることを特徴
とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデータを選択する
ためのボリュームデータ選択枠を表示することを特徴とする請求項7記載の超音波診断装
置。
【請求項９】
　前記第1投影画像作成部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデー
タを選択する第1ボリューム選択部と、前記第1ボリューム選択部で選択されたボリューム
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データのレンダリングにおける他のボリュームデータの寄与率を設定する第1寄与率設定
部と、設定された寄与率に基づいて選択されたボリュームデータのレンダリングを行ない
、前記第1投影画像を作成する第1レンダリング演算部とからなり、前記第2投影画像作成
部は、前記複数種のボリュームデータから所定のボリュームデータを選択する第2ボリュ
ーム選択部と、前記第2ボリューム選択部で選択されたボリュームデータのレンダリング
における他のボリュームデータの寄与率を設定する第2寄与率設定部と、設定された寄与
率に基づいて選択されたボリュームデータのレンダリングを行ない、第2投影画像を作成
する第2レンダリング演算部とからなることを特徴とする請求項2記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記第1投影画像作成部は、前記複数種のボリュームデータを記憶するボリュームデー
タ記憶部に記憶された断層ボリュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデ
ータの内、いずれか1つのボリュームデータからボリュームレンダリングを行ない、前記
第1投影画像を作成し、前記第2投影画像作成部は、前記ボリュームデータ記憶部に記憶さ
れた断層ボリュームデータと弾性ボリュームデータと血流ボリュームデータの内、いずれ
か1つのボリュームデータからボリュームレンダリングを行ない、前記第2投影画像を作成
することを特徴とする請求項2記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記表示部は、前記第1投影画像のレンダリングにおける前記寄与率を設定するための
第1投影画像寄与率枠と、前記第2投影画像のレンダリングにおける前記寄与率を設定する
ための第2投影画像寄与率枠とを表示することを特徴とする請求項9記載の超音波診断装置
。
【請求項１２】
　前記合成投影画像で優先して表示させるための優先表示モードを設定するモード設定部
を備え、前記モード設定部で設定された優先表示モードに基づいて、前記合成率設定部は
前記第1投影画像と前記第2投影画像の合成率を設定することを特徴とする請求項6記載の
超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記合成投影画像で優先して表示させるための優先表示モードを設定するモード設定部
を備え、前記モード設定部で設定された前記優先表示モードに基づいて、前記第1寄与率
設定部又は前記第2寄与率設定部はそれぞれ寄与率を設定することを特徴とする請求項9記
載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　超音波の反射エコー信号に基づく複数種のボリュームデータから複数の投影画像を作成
するステップと、所定の合成率に基づいて前記複数の投影画像を合成して合成投影画像を
作成するステップと、前記合成投影画像を表示するステップとを有することを特徴と超音
波画像表示方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
【図１】本発明の全体構成のブロック図を示す図。
【図２】本発明の実施例1における合成投影画像作成部120の詳細を示す図。
【図３】本発明の実施例1における表示部122の一表示形態を示す図。
【図４】本発明の動作手順を示すフローチャート。
【図５】本発明の実施例2、3における合成投影画像作成部120の詳細を示す図。
【図６】本発明の実施例2、3における表示部122の一表示形態を示す図。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　また、OpacityXは0～1.0の値をとる断層不透明度テーブルである。X(i)は視線上i番目
に存在する輝度値の不透明度であり、式(1.3)に示すとおり、その輝度値から断層不透明
度テーブルOpacityXを参照することによって、出力する2次元投影面(3次元断層画像)上へ
の不透明度を決定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　また、OpacityYは0～1.0の値をとる血流不透明度テーブルである。Y(i)は視線上i番目
に存在する血流値の不透明度であり、式(1.6)に示すとおり、その血流値から血流不透明
度テーブルOpacityYを参照することによって、出力する2次元投影面(3次元血流画像)上へ
の不透明度を決定する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　また、OpacityZは0～1.0の値をとる弾性不透明度テーブルである。E(i)は視線上i番目
に存在する弾性値の不透明度であり、式(1.9)に示すとおり、その弾性値から弾性不透明
度テーブルOpacityZを参照することによって、出力する2次元投影面(3次元弾性画像)上へ
の不透明度を決定する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　よって、合成投影画像300は、断層情報により把握できる組織302と、弾性情報により所
定の硬さを持つ腫瘍部304と、腫瘍部304を取り囲む血流部306とがそれぞれ把握できる合
成投影画像とすることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　具体的には、第1寄与率設定部214又は第2寄与率設定部224は、弾性ボリュームデータの
ボリュームレンダリングに係る他のボリュームレンダリングの寄与率を低くする(例えば
、K5とK6をゼロとする)、若しくは他のボリュームデータのボリュームレンダリングに係
る弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングの寄与率を高くする(例えば、K2とK4
を1とする)ことにより、弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングが優先される。
このように、弾性ボリュームデータのボリュームレンダリングを行ない、第1投影画像と
第2投影画像を合成することにより、合成投影画像における弾性情報は他の組織に隠れる
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ことなく表示される。よって、操作者は、3次元弾性画像と3次元血流画像と3次元断層画
像の相互の画像を確認することができる。
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声诊断设备和超声图像显示方法，提供了一种发送和接收超声波的换能
器。 超声波探头102，经由超声波探头102向被检体101发送超声波的发
送部105，从被检体101接收反射回波信号的接收部106以及反射回波。 
一种超声波诊断设备，包括：投影图像创建单元120，其通过基于信号渲
染多种类型的体数据来创建投影图像；以及显示单元122，其显示投影图
像。 显示单元122包括创建多个投影图像的投影图像创建单元200和
202，以及基于预定的构图比率构成多个投影图像以创建构图投影图像的
投影图像构图单元203。 显示影像 显示。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/42cf30a6-1ed1-4ffe-b18c-5d37ebc0ba9a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044367685/publication/JPWO2011099410A1?q=JPWO2011099410A1

